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審 査 基 準 ：

古物営業法第４条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な

営業を期待できるときに許可する。
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申 請 先 ：主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
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審 査 基 準

令和３年 月 日作成

法 令 名 ： 古物営業法 （２－２）

根 拠 条 項 ： 第３条

処 分 の 概 要 ： 古物市場主の許可

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：

古物営業法第４条（許可の基準）

第５条第１項（許可の手続）

古物営業法施行規則第１条の３（許可の申請）

第２条（古物の区分）

審 査 基 準 ：

古物営業法第４条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な

営業を期待できるときに許可する。

標 準 処 理 期 間 ：５０日

申 請 先 ：主たる古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課

問 い 合 わ せ 先 ：生活安全部風俗保安課古物・質屋営業係(電話 ）０４３－２０１－０１１０

備 考 ：



審 査 基 準
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法 令 名 ： 古物営業法 （２－３）
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法 令 の 定 め ：

古物営業法施行規則第４条第１項、第２項（許可証の再交付の申請）

審 査 基 準 ：

標 準 処 理 期 間 ：１４日以内

主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課申 請 先 ：

問 い 合 わ せ 先 ：生活安全部風俗保安課古物・質屋営業係(電話 ）０４３－２０１－０１１０

備 考 ：



審 査 基 準

令和３年 月 日作成

法 令 名 ： 古物営業法 （２－４）
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処 分 の 概 要 ： 許可証の書換え

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：

古物営業法施行規則第５条第９項、第１０項、第４条第２項（許可証の再交付の申

請）

審 査 基 準 ：

標 準 処 理 期 間 ：１４日以内

主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課申 請 先 ：

問 い 合 わ せ 先 ：生活安全部風俗保安課古物・質屋営業係(電話 ）０４３－２０１－０１１０

備 考 ：



審 査 基 準

令和３年 月 日作成

法 令 名 ： 古物営業法施行規則 （１７－２）

根 拠 条 項 ： 第２３条

処 分 の 概 要 ： 盗品売買等防止団体の承認

原権者（委任先） ： 千葉県公安委員会

法 令 の 定 め ：

古物営業法施行規則第２２条（盗品売買等防止団体に係る承認の申請）

審 査 基 準 ：

盗品売買等防止団体の承認の基準は、別紙のとおり。

標 準 処 理 期 間 ：２月

申 請 先 ：営業の本拠となる事務所を管轄する警察署の生活安全課

問 い 合 わ せ 先 ：生活安全部風俗保安課古物・質屋営業係(電話 ）０４３－２０１－０１１０

備 考 ：



別紙

盗品 売買等 防止団 体の承 認の基 準

盗 品 売 買 等 防 止 団 体 に 係 る 承 認 の 申 請 は 、 古 物 営 業 法 施 行 規 則

（ 以 下 「 規 則 」 と い う ） 第 ２ ２ 条 の と お り で あ り 、 承 認 は 規 則。

第 ２ ３ 条 に 規 定 す る 要 件 を 満 た す も の に つ い て 行 う が 、 そ の 基 準

は、規則 の定め のほか 、次の とおり である 。

１ 規則 第２２ 条第３ 項関係

(1) 第 ４ 号 の 「 資 産 の 総 額 及 び 種 類 を 記 載 し た 書 面 並 び に こ れ

を 証 す る 書 面 」 と は 、 財 産 目 録 並 び に 財 産 目 録 に 記 載 し た 各

財産 の権利 及び価 額を証 明する 書 面を指 す。

(2) 第 ５ 号 の 「 回 答 業 務 に 関 す る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 」

は 、 回 答 業 務 に 関 す る 部 分 に 限 る 必 要 は な い が 、 回 答 業 務 に

関す る部分 が明ら かにさ れてい る必要 がある 。

２ 規則 第２３ 条第１ 号関係

「 回 答 業 務 を 実 施 す る 旨 の 定 め 」 に つ い て は 、 定 款 等 に 「 回

答 業 務 」 と 明 記 さ れ て い る 必 要 は な い が 、 例 え ば 「 盗 品 等 に 関

す る 情 報 を 管 理 、 活 用 す る 」 と い う よ う に 、 承 認 を 申 請 す る 法

人 そ の 他 の 団 体 に お い て 回 答 業 務 を 実 施 す る こ と が 明 確 に 確 認

できる もので あるこ とが必 要であ る。

３ 規則 第２３ 条第３ 号関係

(1) 規 則 第 ２ ３ 条 第 ３ 号 の 「 業 務 規 程 」 に つ い て は 、 規 則 第 ２

２ 条 第 ４ 項 各 号 に 規 定 さ れ て い る 事 項 が 記 載 さ れ て い る 必 要

があ る。

「 」 、ア 規則第 ２２条 第４項 第１号 の 実施の 方法 に ついて は

回 答 業 務 に 用 い ら れ る 電 子 計 算 機 の 構 成 、 照 会 ・ 回 答 の 具

体 的 な 方 法 、 権 限 の な い 者 に よ る 照 会 を 排 除 す る た め の 措

置 が記載 されて いるこ とが必 要であ る。

イ 規 則 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 第 ２ 号 の 「 利 用 す る 者 の 範 囲 」 に つ

い て は 、 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う ） の 名 称 等。

の 特 定 ま で は 要 し な い が 、 例 え ば 「 承 認 を 申 請 す る 法 人 そ

の 他 の 団 体 の 会 員 」 と い う よ う に 「 古 物 商 、 古 物 市 場 主、



若 し く は 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 又 は こ れ ら の 者 を 直 接 若 し

く は 間 接 の 構 成 員 と す る 団 体 」 の 中 か ら 、 そ の 範 囲 が 明 確

に 特 定 さ れ て 記 載 さ れ て い る こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 業

務 規 程 又 は 情 報 管 理 規 程 に 違 反 し た 者 に 対 す る 除 名 処 分 の

規 定が設 けられ ている ことが 必要で ある。

ウ 規 則 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 第 ３ 号 の 「 回 答 業 務 を 実 施 す る 時 間

及 び 休 日 に 関 す る 事 項 」 に つ い て は 、 回 答 業 務 が 確 実 に 行

わ れ る よ う 、 回 答 業 務 を 行 う 日 が 、 原 則 週 ５ 日 以 上 確 保 さ

れ ている 必要が ある。

エ 規 則 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 第 ４ 号 の 「 回 答 業 務 の 実 施 に 関 し 必

要 な 事 項 」 に つ い て は 、 外 部 へ の 業 務 委 託 が な さ れ る 場 合

に は 、 そ の 旨 記 載 さ れ て い る こ と が 必 要 で あ る 。 外 部 委 託

の 範 囲 に つ い て は 、 回 答 業 務 は あ く ま で 盗 品 売 買 等 防 止 団

体 が 行 う も の で あ る か ら 、 電 子 計 算 機 の 保 守 点 検 等 回 答 業

務 の 付 随 的 な 部 分 に 限 ら れ て い な け れ ば な ら な い 。 ま た 、

業 務 規 程 に は 、 照 会 の 結 果 、 盗 品 等 と 判 明 し た 場 合 に お け

る 利 用 者 の 警 察 へ の 通 報 に 関 す る 規 定 が 定 め ら れ て い る こ

と が必要 である 。

(2) 規 則 第 ２ ３ 条 第 ３ 号 の 「 情 報 管 理 規 程 」 に つ い て は 、 規 則

第 ２ ２ 条 第 ５ 項 各 号 に 規 定 さ れ る 事 項 が 記 載 さ れ て い る 必 要

があ る。

ア 規 則 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 第 １ 号 の 「 職 員 の 意 識 の 啓 発 及 び 教

育 」 に つ い て は 、 同 項 第 ２ 号 の 「 回 答 業 務 に 関 し て 知 り 得

た 情報の 管理及 び使用 に係る事 務を統 括管 理する 者 （以」

下 「情報 管理責 任者」 という ）を実施 責任 者とし 、少な。

く と も 年 １ 回 実 施 す る な ど 、 職 員 の 意 識 の 啓 発 及 び 教 育 に

。 、必 要な措 置を講 じる旨 が定めら れてい る必 要があ る また

情 報 管 理 責 任 者 は 、 当 該 措 置 に つ い て 、 随 時 盗 品 売 買 等 防

。止 団体の 代表者 に報告 するよう 定めら れて いる必 要がある

イ 規 則 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 の 情 報 管 理 責 任 者 の 「 指 定 」

に つ い て は 、 回 答 業 務 の 適 正 か つ 確 実 な 実 施 に つ い て 責 任

を 有 す る 者 を 指 定 す る こ と が 定 め ら れ て い る 必 要 が あ る 。

ウ 規 則 第 ２ ２ 条 第 ５ 項 第 ３ 号 の 「 回 答 業 務 に 関 し て 知 り 得

た 情 報 の 記 録 さ れ た 物 の 紛 失 、 盗 難 及 び き 損 を 防 止 す る た



め の 措 置 に 関 す る 事 項 」 及 び 同 項 第 ４ 号 の 「 回 答 業 務 に 関

し て 知 り 得 た 情 報 の 適 正 な 管 理 又 は 使 用 を 図 る た め 必 要 な

措 置に関 する事 項」に ついて は、次 のとお りとす る。

(ｱ) 回 答 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 情 報 （ 以 下 「 特 定 情報 」 と

い う ） 又 は 特 定 情 報 の 記 録 さ れ た 物 は 、 そ の 収 集 目 的。

又 は 盗 品 売 買 等 防 止 団 体 の 活 動 上 の 必 要 性 に 照 ら し 管 理

又 は 使 用 す る 必 要 が な く な っ た 場 合 に は 、 消 去 又 は 廃 棄

し な け れ ば な ら な い こ と と し 、 こ れ に つ い て は 、 特 定 情

報 を 復 元 す る こ と が で き な い 方 法 に よ り 行 う よ う 定 め ら

れてい る必要 がある 。

(ｲ) 情 報 管 理 責 任 者 は 、 特 定 情 報 の 記 録 さ れ た 物 の紛 失 、

盗 難 及 び き 損 を 防 止 す る た め の 措 置 に 関 す る 事 項 に つ い

て 、 随 時 盗 品 売 買 等 防 止 団 体 の 代 表 者 に 報 告 す る よ う 定

められ ている 必要が ある。

(ｳ ) 特 定 情 報 を 取 り 扱 う 者 が 、 業 務 上 必 要 と 認 め ら れ る 職

員 に 限 定 さ れ る よ う 、 そ の 範 囲 を 明 ら か に し て お く こ と

が必要 である 。

(ｴ) 利 用 者 及 び 盗 品 売 買 等 防 止 団 体 の 職 員 に よ る 、盗 品 等

に 関 す る 情 報 の 目 的 外 利 用 を 禁 ず る 旨 が 定 め ら れ て い る

必要が ある。

(ｵ) 利 用 者 及 び 盗 品 売 買 等 防 止 団 体 の 職 員 に よ る 情報 の 不

正 な 取 扱 い が 判 明 し た 場 合 に お け る 速 や か な 実 態 調 査 、

都 道 府 県 公 安 委 員 会 へ の 報 告 等 の 措 置 が 定 め ら れ て い る

必要が ある。

(ｶ) 特 定 情 報 を 電 子 計 算 機 を 用 い て 処 理 又 は 管 理 する 場 合

は、次 の事項 が定め られて いる必 要があ る。

a 電 子 計 算 機 の 操 作 は 、 あ ら か じ め 情 報 管 理 責 任 者 の

指定 する者 以外の 者が行 っては ならな いこと 。

b 情 報 管 理 責 任 者 は 、 情 報 の 出 力 等 を 行 う た め に 必 要

な パ ス ワ ー ド を 設 定 、 管 理 し 、 必 要 に 応 じ て こ れ を 変

更す ること 。

c 情 報 管 理 責 任 者 は 、 電 子 計 算 機 へ の 不 正 な ア ク セ ス

を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と と し 、 特 定

情 報 へ の ア ク セ ス 状 況 に つ い て 、 定 期 的 に 点 検 す る と



と も に 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 点 検 を 行 い 、 そ の 管 理 状 況

を盗 品売買 等防止 団体の 代表者 に報告 するこ と。

４ 規則 第２３ 条第４ 号関係

「 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 回 答 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 実

」 、施する ことが できる と認め られる もので あるこ と に ついて は

人 的 及 び 経 理 的 基 礎 の 有 無 、 就 業 規 則 、 職 員 給 与 規 程 、 会 計 処

理 規 程 等 の 有 無 等 、 規 則 第 ２ ３ 条 第 １ 号 か ら 同 条 第 ３ 号 ま で に

掲 げ る 要 件 以 外 の 観 点 か ら 、 適 正 か つ 確 実 に 回 答 業 務 を 行 い 得

るか判 断する もので ある。

５ その 他

都 道 府 県 ご と に 一 の 盗 品 売 買 等 防 止 団 体 に 限 っ て 承 認 す る と

い う 数 的 な 限 定 は な い の で 、 規 則 に 規 定 す る 要 件 を 満 た す も の

であれ ば、承 認を受 けるこ とがで きる。


